
▶お問い合わせ先＝住民課　国保年金係　　　　９１３４
　　　　　　　　　後期高齢者窓口負担割合コールセンター　　０１２０（００２）７１９
　　　　　　　　　後期高齢者医療広域連合　　０２８（６２７）６８０５

56☎
☎

☎

▶問い合わせ先＝住民課　国保年金係　　　　９１３４
　　　　　　　　宇都宮西年金事務所（お客様相談室）　 ０２８（６２２）４２８１

56☎
☎

後期高齢者医療制度のお知らせ

国民年金（老齢基礎年金）を受け取るためには

　〇１０月から一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります

　●世帯の窓口負担割合が２割の対象となるかどうかは、７５歳以上の方※１の課税所得※２や年金  

　　収入※３をもとに、世帯単位で判定します。（２０２１年中の所得をもとに、判定されます。）

　〇令和４年度は後期高齢者医療被保険者証が２回送付されます

　　令和４年１０月１日から施行される窓口負担割合の見直しに伴い、令和４年度は、被保険者全員

　を対象に、新しい被保険者証が７月と９月の２回送付されます。

　６０歳までに、原則として国民年金保険料（厚生年金・共済年金を含む）を１０年（１２０月）以上納

め、６５歳の誕生日を迎えた方が手続きできます。

　６０歳から６４歳の方でも年金を受け取ることはできますが、年齢に応じて支給される金額が減額さ

れます。また、６６歳から７０歳の間で年金を受け取る場合は、年齢に応じて金額が増額されます。

手続きに必要なもの

　・年金手帳　・受取先金融機関の通帳

　・戸籍謄本　・マイナンバーの分かるもの　など

※ご本人が加入していた年金の内容と配偶者の方が加入していた年金の種類により、本人及び配偶者の

　所得証明等が必要になる場合があります。事前に役場または年金事務所にお問い合わせください。

※第３号被保険者や厚生年金・共済年金に加入している方または、加入していた方は、役場では申請

　を受付けできません。年金事務所での手続きになります。

　　９月中旬に１０月１日から使用する藤色の被保険者証を送付します。

　　『限度額適用認定証』『限度額適用・標準負担額減額認定証』は、再度同封されませんので、７

　月に送付したものをお使いください。

藤色１割・２割・３割令和５年７月３１日２回目

（９月中旬以降発送）

黄色１割または３割令和４年９月３０日１回目

（７月発送済）

被保険者証の色負担割合有効期限
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窓口負担割合２割の対象となるかどうかは主に以下の流れで判定します

世帯内７５歳以上の方※１のうち
課税所得※２が２８万円以上の方がいるか

世帯に７５歳以上の方※１が
２人以上いるか

「年金収入※３＋その他の
合計所得金額※５」が
２００万円以上か

「年金収入※３＋その他の
合計所得金額※５」の

合計が３２０万円以上か

該当する 該当しない

いるいない

１人だけ ２人以上

２００万円
未満

２００万円
以上

３２０万円
未満

３２０万円
以上

世帯全員が

３割
世帯全員が

１割
世帯全員が

１割１割 ２割

※１　後期高齢者医療の被保険者とは
　　　７５歳以上の方（６５～７４歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む）

※２　「課税所得」とは
　　　住民税納税通知書の「課税標準」の額（前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除（基礎控除や社会保
　　　険料控除等）等を差し引いた後の金額）です。

※３　「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※４　課税所得１４５万円以上で、医療費の窓口負担割合が３割の方。

※５　「その他の合計所得金額」とは
　　　事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

現役並み所得者※４に該当するか

世帯全員が

２割
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